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1. はじめに 

近年スマホを使った電⼦決済サービスの利⽤が急速に拡⼤している。2019 年

10 ⽉の消費増税後の、国のキャッシュレス還元事業によるところも⼤きい。ま

た、近年の仮想通貨ブームによって、企業や⾃治体による仮想通貨の発⾏事例

も増加している。この電⼦決済サービスと仮想通貨の広まりは、地域でしか使

えないお⾦である地域通貨にも及んでいる。例えば、2017 年 12 ⽉に⾶騨⾼⼭

地域の⾶騨信⽤⾦庫が「さるぼぼコイン」という電⼦地域通貨を発⾏した。ま

た千葉県の⽊更津市でも 2018 年 10 ⽉に「アクアコイン」という電⼦地域通貨

が発⾏された。岡⼭県⻄粟倉村では、⾃治体による仮想通貨の発⾏も検討され

ている。  

⽇本の地域経済は都市部への⼈⼝と富の流出により疲弊しており、地域通貨

というのはこの都市部への富の流出を防ぐ役割がある。しかし、これまでの地

域通貨といえば、地元の商店街で 1 回しか使えない地域振興券や商品券などで

あり、「ままごと」のようなものであるという認識が強い 1。近年のプロック

チェーン技術などによる地域通貨の電⼦化や、⾃治体による仮想通貨の発⾏は、

こういった前時代的な地域通貨のイメージを⼀変させるのではないかと期待さ

れている。本稿では、こういった新しい形の地域通貨の様々な可能性について

探る。  

論⽂の構成としては、続く第 2 章で通貨とは何か、そしてそれと⽐較し地域

通貨とは何か、について論じ、その発展の歴史について概観する。第 3 章では

⽇本の地域課題を踏まえた上で、⽇本の地域通貨がどのような⽂脈で登場し広

 
1 「デジタル技術で復活する地域通貨、脱『ままごと』なるか」『⽇経ビシネ
ス』2019 年 10 ⽉ 3 ⽇  
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まっていったのか、そしてその歴史を経て⽇本の地域通貨がどのような独⾃性

と課題を持つようになったのかについて論じる。第 4 章、第 5 章では近年注⽬

されている⽇本の 2 つの新しい地域通貨の 2 つの代表例を取り上げ、その概要

と特徴について述べる。第 6 章では、新しい地域通貨を、地域の持続可能性に

いかに貢献できるか、従来の地域通貨の課題をいかに解消するか、という点で

評価しその可能性を探る。またそれらが担う新たな役割についても考察する。

最後に、論⽂の結論と残された研究課題について⾔及する。  
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2. 地域通貨とは 

ここでは地域通貨について、法定通貨と⽐較しながらその役割や意義につい

て述べていく。  

2.1. 通貨とは 

地域通貨について考える前に、貨幣論的な⽴場から通貨の意味について論ず

ることから始めてみよう。また以下では、貨幣と通貨は同義として扱うことに

する。  

まず、通貨には 3 つの特性があると⾔われている。いつでもどこでも商品を

購⼊できる即時購買⼒、誰もがそれを受け取る⼀般受容性、そしてその場で直

ちに⽀払いが完了する⽀払い完了性である。  

そしてこの特性から⽣じる 3 つの機能があると⾔われている。①交換機能（⽀

払い⼿段）、②価値の貯蔵機能、③価値尺度機能である。①交換⼿段は、あらゆ

る商品と交換でき、⽀払いに充てることができる。このことは、物々交換にお

ける欲求の「⼆重の⼀致」と、交換⽐率の情報・合意の必要という 2 つの⽋点

を解消することを意味する。②の価値の貯蔵機能は、通貨の即時購買⼒という

特性によって、現在の購買⼒を将来に持ち越すことができるという機能である。

③の価値尺度機能は、機能である。これは⼀般受容性によって、ある通貨が誰

によっても受け⼊れられるために、それが商品の価値を表す指標になるという

機能である。物々交換における交換の媒介となることで、その商品の市場の中

での相対的な価値を表すことができるのである2。  

これらの特性や機能は、通貨を使う⼈々の「無限の予想の共有」によっても

 
2 ⾦⼦（2018）p.23-24 
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たらされる3。通貨が今⽇の交換の媒体となるためには、明⽇も明後⽇もその次

の⽇も通貨として通⽤するという予想が、その通貨を使う⼈々の間で共有され

ている必要があるということである。我々が普段使っている円などの法定通貨

は、国家が法によってその通貨の領域内での強制通⽤⼒を定め、⼈々の無限の

予想の共有がなされるために、その国内においてのみ上の 3 つの特性と 3 つの

機能が働くのである。  

2.2. 地域通貨とは 

それでは地域通貨とはどう定義され、どんな役割・意義を持つのか。法定通

貨と⽐較しながら⾒てみよう。  

2.2.1. 地域通貨の定義 

そもそも地域通貨の研究⾃体、研究者も論⽂の数も多いとは⾔えないため、

明確な定義があるわけではない。そのため、ここでは今回のための定義を設定

し、それを元に考察を⾏うことにする。  

地域通貨とは、①法定通貨ではない②特定の地域でのみ流通する③基本的に

価値が期間限定か逓減する、という 3 つの特徴を持つ通貨である。まず①法定

通貨でなく、②ある特定の地域でしか流通しないというのは、法的な通⽤⼒が

ない通貨であり、地域限定で流通するために、法的には通貨と呼べないという

ことを意味する。また、その基本的な役割として法定通貨が退蔵されてしまう

という問題点を補うことが多いために、その多くは③価値が期間限定か逓減し

ていくという機能を備えている。  

2.2.2. 地域通貨の役割と意義 

それでは、上のような特徴を持つ地域通貨が果たす役割は、どんなものが考

 
3 坂井（2019）p.44 
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えられるのか。次に挙げる 3 つの機能が考えられる。  

まず、地域通貨は特定地域のみ流通するので、都市部への富の流出が防⽌す

ることができる。例えばある地域にショッピングモールができたとして、その

運営会社や中のテナントの店舗は本社が都市部にあることが多い。その場合、

法定通貨である円で物を買うとその収⼊の⼤半は都市部の本社へと流出する。

せっかく地域で経済活動が⾏われても、都市部に吸収されるのみになってしま

う。しかし、その地域でしか使えない地域通貨であればそのお⾦は都市部へ流

出することなく地域に留まり、地域内で循環するようになる。  

次に、価値が期間限定もしくは逓減していくという機能を持ち合わせている

ものは、法定通貨よりその流通速度が⾼まるという役割もある。法定通貨は基

本的にその価値が不変であるために価値貯蔵機能を持ち、貯⾦することで将来

にその購買⼒を持ち越し可能である。しかし、デフレの場⾯においてこの機能

は通貨が退蔵され、流通速度が下がるという現象を引き起こすことになる。通

貨というのは経済の⾎液であると⾔われるように、流通し循環している状態が

経済的に健康だと⾔える。その法定通貨の不健康な状態を補うために、地域通

貨の多くは価値が⼀定期間で消滅するか、逓減していくように設計されている

ために、消費者は貯め込まずに流通していくのである。  

さらにもう⼀つの役割としては、経済的な価値だけではなく相互扶助や社会

的な活動に対して価値を与え、コミュニティの再⽣やボランティアなどの社会

的活動の⽀援など、様々な役割を担うことができる。  

2.2.3. 地域通貨の類型 

地域通貨の役割として、様々な役割を担わせることができると述べたが、そ

れらはいくつかの類型に分類できる。嵯峨（2004）では、3 つの評価軸を設定

した分類を⾏なっている。  

最初の軸は①経済循環志向度である。これは地域経済の中で通貨の流通速度
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を⾼め、経済の循環を促すことに重きを置いているかどうかを評価する。ただ

し、通貨の交換機能しか持っていないようなものはこれが⾼いとは⾔えない。

企業や個⼈への貸出に利⽤できるなど⾦融機能を持つものや、法定通貨と兌換

可能であるものなど、企業がビジネスとして利⽤するインセンティブを与えら

れるようなものは、これが⾼いと⾔える。  

次に、②コミュニティ志向度も重要な視点となる。相互扶助や社会的な活動

を数値化するなど、コミュニティの再⽣に重きを置いているかを評価する。  

3 つ⽬は、③プロジェクト志向度と命名している。これが⽰しているのは、

NPO や市⺠団体の活動など、公共性・公益性な⾼い活動への⽀援に重きを置い

ているかの評価である。  

また以下では経済循環志向度の強いもの、コミュニティ志向度の強いもの、

プロジェクト志向度の強いものを順に、①経済循環型、②コミュニティ型、③

プロジェクト型と呼ぶことにする。  

2.3. 地域通貨の歴史 

次に、地域通貨がどのような⽂脈で誕⽣し、どのような歴史を辿り発展した

のかを考察する。ここでは世界の地域通貨の歴史を 3 つの時代に区分し概観す

る。それぞれの時代の代表的な地域通貨を、前章の類型に当てはめながら紹介

していく。  

2.3.1. 起源〜シルビオゲゼルの補完通貨〜 

地域通貨は 1920 年代の世界恐慌を機に発達したため、欧⽶を中⼼に発達し

てきた。まずは欧⽶における地域通貨の歴史を概観する。  

地域通貨の起源を考える上で、法定通貨の機能を⼀部補完する、「補完通貨」

という概念は⽋かせない。補完通貨は、20 世紀初頭のシルビオゲゼルが唱えた

「⾃由通貨」に起源を持つ。ゲゼルは 1916 年に著書『⾃然的経済秩序』を発表
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した。その著書の第 3 部で通貨について論じており、資本としての通貨の特徴

である利⼦をマイナスに設定することで通貨の蓄積性と増殖性を排除し、交換

機能のみを際⽴たせることができる、と主張した。つまり、価値を逓減させる

ことで流通速度を上げるということである。ゲゼルはそれを「⾃由通貨」と呼

んだ。ただし、ゲゼルが主張したのはあくまで法定通貨に代わって流通する代

替通貨であって、地域限定で流通する地域通貨を想定したものではなかった。  

2.3.2. スタンプ通貨4の誕⽣〜労働証明書〜 

そしてゲゼルのアイデアは、世界恐慌直後のドイツ・オーストリア周辺で地

域限定という形で実践された。その代表例が、オーストリアのヴェルグルとい

う町で発⾏された「労働証明書」である。当時この町では、5 万シリングもの

未払い利息に対し、税収⼊は 3 千シリング（本来ならば 12 万シリング）で、財

政が破綻していた。そこで当時の町⻑であるミヒャエル・ウンターグッゲンベ

ルガーは、通貨が貯め込まれ循環が滞ることを不景気の最⼤の問題と捉え、1932

年の町会議で、ゲゼルの「⾃由通貨」のアイデアを形にした「労働証明書」の

発⾏を決議した。  

労働証明書は額⾯価格で販売し、毎⽉定められた⽇付に保有者が額⾯の 1％

に相当するスタンプを購⼊して貼り付ける。紙幣の表⾯には、1 カ⽉ごとにス

タンプを貼り付ける 12 の欄が印刷されており、1g（グロッシェン）、5g、10g（1

シリング=100 グロッシェン）と記されているスタンプをここに貼り付ける。労

働証明書は町の職員の給与の半分と、失業救済策で新たに雇⽤した労働者への

賃⾦の⽀払いすべてに使われた。受け取った⼈々は法定通貨と同じように買い

物の⽀払いに使⽤することができるだけでなく、法定通貨シリングに換⾦する

こともできる仕組みであった。  

 
4 ⼀定期間ごとに、額⾯の数パーセントのスタンプを貼らないと価値が消滅す
る、地域限定で流通する通貨のこと。  
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この労働証明書の特徴は、法定通貨であるシリングを担保としていること、

そして何よりも、⽉初めに額⾯の 1%のスタンプを貼らないと価値が消滅する

という仕組みを採⽤したことである。この仕組みによって、流通速度が急上昇

し、発⾏額の 5 倍ものお⾦が役場に戻り、1 年で 10 万シリングもの公共事業が

実施された。しかしながら結局、経済政策の影響⼒の低下を恐れたウィーンの

中央銀⾏によって禁⽌令が出され、1 年ほどで流通は⽌まった。この労働証明

書のように⼀定期間ごとに額⾯の数パーセントほどのスタンプを貼らないと価

値が消滅するような仕組みを備えた、地域限定で流通する貨幣のことを⼀般的

にスタンプ通貨と呼ぶ。  

労働証明書の 2 つの特徴は、経済循環志向度が⾼いことを表している。不景

気で貯め込まれたお⾦に、マイナスの利⼦を与えることで⽬まぐるしく流通さ

せ地域の経済が活性化したのである。この他にも、ドイツの炭鉱で使われた世

界最初のスタンプ通貨であるヴェーラ、フランスのニースの交換証書など、世

界恐慌直後の欧州で減価する通貨が次々実践に移された（しかしほとんどは各

国政府によって禁⽌に追い込まれている）。  

また、1930 年代の⽶国において、連邦政府や州政府が原則的にスタンプ紙幣

は合法的であるという⽴場をとっており、いくつかの州政府はスタンプ紙幣の

活動を⽀援していた。ただし、連邦・州政府が想定していた地域通貨は恒久的

なものではなく、法定通貨の流通を促進するための⼀時的な⼿段とされている。

1933 年に連邦議会に提出された地域通貨に関する法案のなかで、スタンプ紙幣

について、物価の下落を⽌め、回復基調に転じた際、スタンプ紙幣の供給を停

⽌することが明⽰されていた。同法案には、1926 年の卸売物価指数の 80%まで

物価が回復したときに発⾏を停⽌し、流通している紙幣は回収されることが定

められている。（しかしこの法案は審議のみで採決には⾄らなかった）  

⽶国においてスタンプ紙幣は、欧州と違って政府によって強制的に終了させ
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られることはなかったが、スタンプ通貨によって⽀払いをする⼈はいても受け

取る⼈がいないという、流動性の枯渇に陥り⾃然消滅していった5。  

2.3.3. 地域通貨（コミュニティ型）の登場〜①LETS〜 

1980 年代になると、LETS（カナダ）やタイムダラー（アメリカ）といった、

コミュニティ型地域通貨が多く発⾏されるようになる。⼀般的に、それらが地

域通貨の始まりと⾔われている。ここではその代表例として LETS とタイムダ

ラーを取り上げる。  

LETS（Local Exchange Trading System）はカナダ⻄部のコモックスバレーとい

う町で 1983 年に開始した。取引毎に通帳に記録していく通帳⽅式を採⽤し、通

貨単位であるグリーンドルは法定通貨のカナダドルと等価としていた（失業者

⽀援を主な⽬的としていたため）。1980 年代半ばには約 600 ⼈が参加し、年間

取引⾼は 30 万グリーンドルといわれている。LETS には 3 つの特徴がある。ま

ず法定通貨との兌換が不可能であることにより、グリーンドルが、市場取引か

ら切り離されたコミュニティにおける互恵的な取引を重視していることがわか

る。また、取引の記録は会員⾃⾝が⾏う。これはつまり、グリーンドルの取引

には会員同⼠の信頼関係が不可⽋となるということである。つまり LETS は、

コミュニティ志向度が極端に⾼く経済循環志向度が低い地域通貨といえる。さ

らに、LETS の通帳に記録された残⾼というのは、コミュニティ内の⾃⼰と他

者との貸借関係を表していると⾔えるため、⻑期的には⼈間関係における貸し

すぎ借りすぎの不均衡を是正しようという⼼理が働く6。これは市場経済システ

ムの⾏動原理（利益の最⼤化）と正反対の⾏動原理である。  

1980 年代は、経済のグローバル化が進む中で、⾃然環境や地域経済の疲弊に

注⽬が集まっていた時代といえる。その中で LETS はグリーンズと呼ばれる環

 
5 歌代（2019）p.52-53 
6 歌代（2019）p.55-56 
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境保全主義者の賛同を多く集め、彼ら主導で各国においてその取り組みが始

まった。しかしその結果 1980 年代に開始したイギリスやオーストラリアでは、

会員にグリーンズのメンバーが⾮常に多く、その思想と関わりのない⼈々の関

⼼を呼ぶことができなかったために、あまり広がりを⾒せなかった。その後、

地域社会のコミュニティの活性化を⽬的に掲げた LETS が別途広がりを⾒せた

結果、そういったコミュニティ型の LETS が急速に拡⼤していった。  

2.3.4. 地域通貨（コミュニティ型）の登場〜②タイムダラー〜 

次にタイムダラーであるが、これは 1980 年代前半にアメリカの社会活動家

であるエドガー・カーンによって考案された、時間単位型の地域通貨である。

1987 年にロバート・ウッド・ジョンソン財団の助成を受けアメリカの 6 つの地

域で 3 年間の試験的事業として導⼊が始まった。タイムダラーの基本的なシス

テムは、参加者が提供したサービスを時間で計りその時間数を貯め、貯められ

た時間の分だけ他の参加者からサービスを受けられるという仕組みである。1

タイムダラーは 1 時間との関係性しかなく、ドルとの兌換性はない。” No More 

Throw Away People” との理念を掲げ、地域で埋もれている⼈の能⼒を掘り起こ

し、コミュニティの再構築を⾏おうというものである7。タイムダラーはタイム

バンクと名前を変えイギリスでも広がりを⾒せた。  

タイムバンクの特徴は「時間の貯蓄」にあり、流通速度を⾼め経済循環を促

すものとは⾔えない。時間を貯蓄し、サービスを融通し合うことを通じて参加

者同⼠のつながりを深め、コミュニティを維持・再⽣していくことを⽬的にし

ていると考えられるため8、コミュニティ型の地域通貨と⾔える。  

2.3.5. 1990 年代以降の経済循環型の地域通貨 

1980 年代はコミュニティ型地域通貨が多く発⾏されたが、グローバル化によ

 
7 専修経済学論集 40(3), 97-133, 2006-03,専修⼤学経済学会  
8 歌代（2019）p.57 
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る地域経済の衰退を受けて、1990 年代になると経済循環型も発⾏された。LETS

などのコミュニティ型の地域通貨は、⼈々の互恵的な経済活動の活性化を⽬的

としているために、経済の不況で失業し困窮した⼈々を経済的に救済するとい

う⽬的には向いていない。⼀⽅、法定通貨と交換可能である経済循環型の地域

通貨であれば、⼈々にわかりやすく価値を提⽰でき、より直接的に⼈々に購買

⼒を付与し経済循環を促すことができるのである。そこで、ここでは 1990 年代

以降の経済循環型の地域通貨の代表例として、1991 年にアメリカのニューヨー

ク州トンプキンス郡イサカ市で流通を開始した「イサカアワー」を取り上げる。  

イサカ市では 1988 年から LETS 型の地域通貨に取り組んでいたが、10 カ⽉

間で参加者は  60 名程度であった。この取り組みに関与していたポール・グ

ローバーは、この LETS 型の地域通貨の取引機会が会員に限定されること、ま

た取引ごとに通帳に記帳する会計処理が必要なことが課題だと捉え、通貨の流

動性を⾼めるために紙幣⽅式のイサカアワーの発⾏を始めた。  

イサカアワーは紙幣⽅式で、通貨単位はアワー、1/10、1/8、1/4、1/2、1、2 の  

6 種類の紙幣を運営者の Ithaca HOURS Inc.が発⾏した。通貨単位のアワーは時

間を表しており、1 時間の労働を 10 ドルと評価し、1 アワー＝10 ドルと定め

た。ただし、イサカアワーはドルとの交換を認めていない。それでも経済循環

型と呼べる理由として、イサカアワーの 2 つの特徴が挙げられる。  

1 つ⽬の特徴は、流通範囲が特定の価値観を共有するコミュニティという狭

い範囲から、イサカ市という町に広がったことである。コミュニティ型である

LETS 型の地域通貨は、ある特定の価値観を共有する会員のコミュニティ内だ

けで流通するが、市という地理的な範囲で流通するイサカアワーはより経済的

な特徴を持つ。  

2 つ⽬の特徴は、ビジネスに利⽤されたことである。イサカアワーは、財や

サービスの取引に使われるだけでなく、給与の⽀払いや銀⾏のローンの⽀払い
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にも⽤いられた。  

この 2 つの特徴に⽀えられ、イサカアワーは 1991 年から 1998 年までで取引

が 1 万件以上、その経済効果は 150 万ドルにも及んだ。  

2.3.6. 現代の地域通貨 

ここでは 2010 年代以降の経済循環型の地域通貨として、イサキャッシュと

ブリクストンポンドを取り上げる。  

イサキャッシュは、スコット・モリスにより 2015 年 7 ⽉にイサカ市で開始さ

れた（イサカアワーと直接の関係はない）。通貨名称はイサカドル、1 イサカド

ル＝1 ドルと設定しており、電⼦決済⽅式を採⽤、加⼊者 700 名、企業や商店

72 社が参加している。ドルでイサキャッシュを購⼊するときに 10%のプレミア

ムが付与される仕組みを採⽤している。モリスは開始時、イサキャッシュを実

施する⽬的を優先度順に、雇⽤創出、経済成⻑、社会的連帯の⽂化の⽀援とし

ている。  

ブリクストンポンドは 2009 年 9 ⽉に、英国の⾸都ロンドン南部ランベス・ロ

ンドン特別区のブリクストン地区で流通を開始した。単位はブリクストンポン

ド、媒体は開始時には紙幣のみであったが、2011 年からは電⼦マネー⽅式も採

⽤し併⽤している。ブリクストンポンドからスターリングポンドへの換⾦は、

流通開始時、企業のみ可能という仕組みだったが、2015 年以降、すべての利⽤

者が換⾦可能になった。なお、2018 年 8 ⽉末に電⼦マネー⽅式は廃⽌され、再

び紙幣⽅式のみになった9。  

この現代の 2 つの経済循環型に共通する特徴は、法定通貨と兌換可能で、法

定通貨の価値尺度を借⽤し 1 地域通貨＝1 法定通貨としていることが挙げられ

る。また 2018 年にブリクストンポンドでは廃⽌されたが、電⼦マネー⽅式を採

 
9 ブリクストンポンドホームページ  http://brixtonpound.org/  
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⽤したことも特徴と⾔える。加えて、地域通貨の主な⽤途を地域で取引される

財を対象としており、地域通貨を市場取引で⽤いることを否定していない点も

⼤きな特徴である。さらに、特定の価値観ではなく、地域経済の活性化という

多くの⼈々から同意を得やすい⽬的を設定している点も、LETS やタイムダラー

などのコミュニティ型の地域通貨と異なっている。どの特徴も、地域経済の活

性化に焦点が当たっており、経済循環志向度が⾼いことを表している。  

2.3.7. 各時代の地域通貨の類型 

ここでは、これまで紹介した各時代の地域通貨を、前節の類型に従って改め

て分類していく。  

まず①経済循環型の地域通貨は、地域通貨の起源と⾔われているゲゼルの補

完通貨の思想に最も近いものと⾔える。1920 年代の世界恐慌からの地域経済の

救済を⽬的としたスタンプ通貨や、1980 年代のイサカアワー、現代の電⼦マ

ネー⽅式を取り⼊れたイサキャッシュやブリクストンポンドなどが例として挙

げられる。②コミュニティ型の地域通貨は、グローバル化が進む中で地域経済・

社会が疲弊し、地域コミュニティ崩壊していった 1980 年代に誕⽣した。例とし

てカナダの LETS やアメリカのタイムダラーなどが挙げられる。⼀⽅③プロ

ジェクト型の地域通貨は、この機能のみを備えた通貨の例はあまりなく、他の

2 つの機能と⼀緒に実装されているものが多い。  
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3. ⽇本の地域通貨 

この章では、まず⽇本の地域通貨の歴史を概観する。それに加えて⽇本の地

域通貨をめぐる法制度についても触れる。最後に、⽇本の地域の抱える問題を

踏まえた上で、それによってどのような独⾃性が⽣まれ、どのような課題があ

るのかについて考える。  

3.1. ⽇本の地域通貨の歴史 

⽇本において、地域通貨の原型は 1970 年代からすでに存在していた（⼤阪の

ボランティア労⼒銀⾏やさわやか福祉財団のふれあい切符など）。しかし、地域

通貨という⾔葉が国⺠の間で市⺠権を得たのは 1990 年代後半である。  

泉（2006）によると、⽇本の地域通貨の広がりは 3 つの期間に区分が分けら

れるという。第 1 期は地域通貨がほとんど⾏われていない 1999 年 4 ⽉まで、

第 2 期は徐々に地域通貨が広がり各地で取り組みが⾏われていく 1999 年 5 ⽉

から 2002 年 3 ⽉まで、第 3 期は商⼯会や⾃治体など様々な主体によって実施

されていくようになる 2002 年 4 ⽉以降である。  

3.1.1. ⽇本の地域通貨の歴史〜第 1 期（〜1999 年 4 ⽉）〜 

現在の⽇本の地域通貨の取り組みは、主に欧⽶の地域通貨を模倣して実施さ

れたものが⼤半であるが、欧⽶でも地域通貨がほとんど登場していない時期に、

欧⽶の直接の影響を受けることなく始まったものがある。それは、ボランタリー

な活動時間をポイント化し、それを貯⾦して使⽤できる仕組みを持つ 1973 年

設⽴のボランティア労⼒銀⾏（現ボランティア労⼒ネットワーク）である。時

間を価値基準に置く⽀え合いのコミュニティづくりを狙った⽇本の地域通貨の

原点でもあるが、他団体にその思想やシステムは伝播することなく今に⾄って

いる。  
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その後 1990 年代初頭から欧⽶の地域通貨システム（主に LETS やタイムダ

ラー）を模倣した取り組みが各地で⾏われたが、1999 年までそれほど注⽬を集

めることはなかった。  

3.1.2. ⽇本の地域通貨の歴史〜第 2 期（1999 年 5 ⽉〜2002 年 3 ⽉）〜 

しかし、1999 年以降、⽇本で地域通貨ブームが沸き起こった。1999 年 5 ⽉に

NHK-BS1 で放送された「エンデの遺⾔」という番組、それにそこから派⽣した

「エンデの遺⾔」という書籍の出版により、地域通貨への関⼼が急激に⾼まっ

たのである。この番組及び書籍は、ドイツ⼈作家ミヒャエル・エンデの晩年の

インタビューに基づき作成されたもので、現在の貨幣制度や投機マネーといっ

たものへの疑問が提⽰され、それに対する解決策としての地域通貨とその事例

が紹介された。これは多くの⼈々の関⼼を呼び、以降、各地で地域通貨の取り

組みが急増した。  

この他に、1999 年 5 ⽉を境に地域通貨ブームが始まった要因として、泉（2006）

では 2 つの出来事を上げている。1 つ⽬に、当時の通商産業省の官僚であった

加藤敏春が提唱した「エコマネー」という名称ならびに関連本の出版である。

公への信頼が強かった当時の⽇本において、⼤⼿企業や官僚を中⼼にエコマ

ネーネットワークが組織化されていったことは、地域通貨活動全般に安⼼感を

与えることになった。2 つ⽬に、地域通貨「ピーナッツ」（1999 年 2 ⽉〜）と

「おうみ」（1999 年 4 ⽉〜）が既に実践されていたことである。「エンデの遺⾔」

を⾒た⼈たちが、新聞やインターネットを通じ国内で実践されているのを知り、

地域通貨が遠い海外での出来事ではなく、より⾝近なものとして感じられるよ

うになった。  

この時期に広まった地域通貨の多くは市⺠団体が主体となって発⾏されたも

のであり、⼩学校区程度の規模の助け合いの促進や、ボランティア活動の評価

などが主な⽬的であった。  
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3.1.3. ⽇本の地域通貨の歴史〜第 3 期（2002 年 4 ⽉〜）〜 

2002 年になると、経済産業省及び総務省が、地域通貨モデル事業を推進し、

10 箇所以上に補助⾦を交付し、中央政府が地域通貨の評価を積極的に⾏うよう

になった。また⼀部の⾃治体では公務員の給与の⽀払いへの地域通貨の導⼊を

検討し始め、商⼯会議所も地域通貨に取り組み始めたのである。  

その中で新しい 3 種類の地域通貨が登場した。1 つ⽬は、円と兌換可能な地

域通貨である。それまでの地域振興券は⼀度使⽤されたら現⾦化するもので

あったが、これは複数回流通でき、循環させていくものである。2 つ⽬は、マ

イケル・リントンの「コミュニティ・ウェイ構想」を模倣したものであり、最

初に円での寄付を募り、その対価として地域通貨を発⾏するのである。3 つ⽬

は、LETS の仕組みを模倣したものだが、オリジナルのように通帳ではなく、IC

カードを利⽤し、専⽤端末で決済処理をするものである。  

3.2. ⽇本における地域通貨の法的位置付け 

ここで、⽇本の地域通貨が法律上どのような位置づけであるかを検討する。

歌代（2019）では紙幣類似証券取締法、資⾦決済に関する法律、銀⾏法の 3 点

から地域通貨の法的位置付けを検討している。  

紙幣類似証券取締法では紙幣類似証券の機能として、「どこでも、誰でも、何

にでも」利⽤可能なものと定めており、これらの機能のうち 1 つでも⽋けてい

れば紙幣類似とはせず同法に抵触しないとしている。そのため例えば登録者の

みしか使えないような地域通貨 LETS などは同法に抵触しないと考えられる。

しかし、特定の地域に限定的であっても、利⽤⽤途に汎⽤性があり、譲渡可能

性があり、登録制度がないものは、同法に抵触する可能性があることが⽰唆さ
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れている10。また、3 機能のうち「どこでも」でないものは、  単⼀店舗、単⼀

建物内、単⼀施設内という⾮常に狭い範囲ではない場合を指し、⼀市町村程度

という範囲だと「どこでも」の要件は回避できない。  

次に資⾦決済に関する法律において、財務省・⾦融庁の⽅針はコミュニティ

通貨と市場経済型の地域通貨では事実上基準が異なっている。概して、コミュ

ニティ通貨では仕組みや流通⽅法に対する規制は緩やかであり、市場経済型の

地域通貨では媒体、仕組み、流通⽅法、流通範囲等において規制が厳しい。例

えば、発⾏者以外でも利⽤可能な第三者発⾏型において有効期限を 6 カ⽉以上

とする場合、出資⾦または資本⾦に関する要件を満たす必要があるほか、発⾏

額が⼀定規模以上の場合には発⾏保証⾦の供託か⾦融機関による⽀払保証が  

必要になる。  

銀⾏法においては、地域通貨建てでの預⾦の受け⼊れや、融資を⾏うことは

できないとされている。その理由として⾦融庁は、「預⾦とは、⼀般に⾦銭の消

費寄託とされており、⾦銭とは貨幣・紙幣（⽇銀券）と考えられる。したがっ

て、⾦銭ではない『地域通貨』を『預⾦』として受け⼊れることはできない」

としている11。  

以上のように、⽇本での経済循環型の地域通貨を実施することは法的に困難

であり、そのため地域通貨を⽤いた実効性のある地域経済振興策を⾏うことは

難しい。  

 
10 「構造改⾰特区構想の提案主体からの意⾒に対する各省庁からの回答」
（2002） ⾸相官邸ホームページ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou/kouhyou/021022/kaitouindex.html  
11 「構造改⾰特区の第 2 次提案募集に係る提案主体からの意⾒に対する各省
庁からの回答」（2003） ⾸相官邸ホームページ 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/kouhyou/030326/teiankaitou.html  
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3.3. ⽇本の地域通貨の独⾃性と課題 

以上のような歴史とそれをめぐる法制度を持つ⽇本の地域通貨は、どのよう

な独⾃性を持っているのか。⽇本の地域が抱える問題を踏まえた上で、その独

⾃性と課題について検討しよう。  

3.3.1. ⽇本の地域が抱える問題 

⽇本において 1990 年代以降地域通貨が広まった背景として、⽇本の地域は

どのような経済的・経済外的な問題を抱えているのか。  

⽇本の地域が抱える経済的な問題の 1 つとして、域外資本の企業の進出によ

り富の流出が進んでいることが挙げられる。都市部に本社を置く域外資本の企

業が地域に進出すると、その地域での経済活動によって⽣み出された富の⼤部

分が、本社機能を通じて都市部へと流れていってしまう。  

2 つ⽬に、地域の商業施設の衰退に関連する問題がある。⼤型ショッピング

モールやスーパーマーケットなどが地域に⽴地すると、地域の商店街の顧客が

奪われて衰退する。こういった状況の中で、不況や過剰店舗の整理などで⼤型

ショッピングモール・スーパーマーケットが撤退すると、消費者は買い物の場

を奪われてしまい、買い物難⺠が⽣まれる。  

3 つ⽬として、グローバル化による地域の空洞化という問題も無視できない。

グローバル化によって労働⼒の安い途上国に⼯場が移転してしまうと、地域経

済の空洞化が進む。⽇本の地域の経済振興政策の多くが⼤企業の⼯場の誘致に

終始してしまい、⽇本の多くの地域では域外資本への依存度を⾼めているため、

⼯場の移転による空洞化が地域経済に与える影響は⼤きい。  

次に経済外的な問題についても考える。まず、地域コミュニティの崩壊であ

る。太平洋ベルトや⾸都圏への若年⼈⼝の流出により多くの地域では⼈⼝減少

と⾼齢化が深刻化している。また⼯業化や都市化、核家族化が進み家族や地域
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の絆も失われている。こういった状況では地域のコミュニティを維持すること

は難しい。  

次に、地域コミュニティの希薄化による地域のセーフティネットの崩壊であ

る。これまで地域コミュニティによって⽀えられていた育児や介護、防犯、消

防などのサービスが失われているのである。  

 

3.3.2. ⽇本の地域通貨の独⾃性 

次に、以上のような問題を抱える⽇本の地域で導⼊された地域通貨が持つ独

⾃の特徴について考える。  

1 つ⽬の特徴として、コミュニティ型の地域通貨が⼤半を占めていたことで

ある。その理由として、⽇本の地域は経済的な問題と経済外的な問題をそれぞ

れ抱えているが、経済的な問題については⽇本経済の構造的な問題であるため、

地域経済の活性化を⽬的とする経済循環型の地域通貨が上⼿くいかなかったと

考えられる12。また経済循環型の地域通貨については法的な制限が⼤きかった

ことも理由の 1 つである。  

2 つ⽬に、その役割が限定的であることが挙げられる。地域通貨は狭い地域

（⼩学校区など）の中での助けあいや、ボランティア活動の評価など様々な⽬

的で発⾏されるが、⽇本ではある特定の役割のみを持たせる事例が多い。これ

は⽇本の地域通貨の独⾃性と同時に、課題でもある。しかも⽇本の地域通貨は

コミュニティ型が⼤半を占めており、地域経済の活性化までその⽬的を広げる

事例は⾮常に少ない。  

3 つ⽬に、NPO や市⺠団体以外の主体によって発⾏・運営されている点であ

る。欧⽶では、地域通貨の発⾏・運営主体の⼤半が NPO や市⺠団体であるが、

 
12 河合・島崎（2003）  
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⽇本では、確かに当初は NPO や市⺠団体などによるものが多かったが、その後

の展開の中で必ずしもそうではなくなった13。例えば、⾶騨⾼⼭地域の電⼦地域

通貨である「さるぼぼコイン」や千葉県の「アクアコイン」など、近年の⽇本

の地域通貨は地元の信⽤⾦庫が運営を担っている。  

3.3.3. これまでの⽇本の地域通貨の課題 

この章の最後に、以上のような特徴を持った⽇本の地域通貨が抱える課題と

して 4 点を指摘できる。  

1 つ⽬の課題として、地域限定のプレミアム付き商品券との競合である。経

済循環型の地域通貨の実施が経済構造的にも法的にも難しいために、地域経済

の活性化という⽬的においては、域外からの購買⼒の流⼊を⽬的としたプレミ

アム付き商品券に取って替わられる可能性がある。そうならないためにも、域

内消費の活性と域外への富の流出を防ぐ地域通貨の意義を、地域住⺠に理解し

てもらう課題がある。  

2 つ⽬は、その役割が⾮常に限定的なことである。地域内の助け合いの促進

や、ボランティア活動の評価、また 1 つの商店街でしか使えない地域振興券や

商品券など、その役割の幅が狭いことが挙げられている。また利⽤可能範囲も

狭いことが多い。それに加え、その役割がコミュニティの再⽣を⽬指すものが

多く、地域経済にまで貢献ができるものが少ない。  

3 つ⽬に、⽇本に限った課題ではないが、地域通貨を維持できないほどに、

紙幣の印刷代や⼈件費など、運営コストが⾼い点も⾒逃せない。これは近年の

電⼦化によって容易に改善できると考えられる。  

4 つ⽬は、流動性の低さである。⽇本の地域通貨は LETS やタイムダラーを

模倣したコミュニティ型の地域通貨が多いが、LETS は会員制で取引機会が会

 
13 ⻄部  (2013) p.234-243 
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員に限られ、タイムダラーは「時間の貯蓄」であるために流通速度を⾼められ

ず、流動性は低くなる。これは⼀般的なコミュニティ通貨全般にも⾔えること

である。  
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4. 新しい地域通貨①電⼦地域通貨〜さるぼぼコイン
〜 

近年、電⼦決済や仮想通貨といった IT 技術と、地域通貨の発想が結びついて

新しい形の地域通貨が各地で⽣まれている。これまでの地域通貨の課題を解決

し、新しい価値を実装できるのではないかと期待されている。この章と次の章

ではそういった近年の新しい地域通貨について、⽇本での最新例を取り上げて

考察する。  

4.1. さるぼぼコインとは 

IT と地域通貨の融合として、地域通貨を電⼦マネー化し、スマホなどで決済

ができるシステムを構築した、電⼦地域通貨が注⽬されている。電⼦地域通貨

には様々な形態があるが、ここでは 2017 年から⾶騨⾼⼭で発⾏されたさるぼ

ぼコインを代表例としてその特徴や意義について論じていく。  

4.1.1. さるぼぼコインの概要 

さるぼぼコインは、2017 年 12 ⽉に⾶騨信⽤組合（以下、ひだしん）によっ

てリリースされた電⼦地域通貨である。2019 年 3 ⽉時点で加盟店は約 900 軒、

累計コイン販売額は約 6 億円にも上り、ユーザー数は 7600 ⼈である。  

ユーザーはウォレットアプリをダウンロードして現⾦と引き換えにコインを

チャージし、加盟店で QR コード決済の仕組みを使って⽀払う、というスキー

ムである。チャージの仕⽅は 2 通りあって、Suica やパスモなどの電⼦マネーと

同じ前払い式⽀払い⼿段という仕組みを採⽤し、観光客など誰でもチャージが

できる「さるぼぼ Pay」というサービスと、ひだしんに⼝座を持っている⼈が

⼝座から直接チャージできる「さるぼぼ Bank」というサービスである。  

「さるぼぼ Pay」では、ひだしんの窓⼝で直接チャージするか、地域内に 2 ヵ
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所あるチャージ機でチャージするという⼆通りの⽅法がある。⼀⽅、「さるぼぼ

Bank」はスマホアプリ内で場所や時間を問わずチャージができる。  

加盟店の導⼊コストを下げるために、⽀払い時は、加盟店の店頭の QR コー

ドを読み取り、ユーザーが⾃分で⽀払い⾦額を⼊⼒する⽅式を取っている。  

4.1.2. さるぼぼコインの特徴 

さるぼぼコインは経済循環志向度が⾮常に⾼い地域通貨といえる。このコイ

ンの 5 つの特徴がそれを裏付けている。その特徴を以下に列挙する。  

まず、⾦融機関が運営していることである。（3 章で前述したように）これま

で⽇本で流通してきた地域通貨は⾃治体や NPO など⾦融セクター以外の組織

が発⾏・運営しており、コミュニティ再⽣など社会的な効果に重きをおいたも

のが多い傾向にあった。しかし、さるぼぼコインはひだしんという⾦融機関が

発⾏しているので、経済的な効果に重きをおいていることは明らかである。  

次に、円との兌換が可能であるという特徴である。前述したように、さるぼ

ぼコインのチャージ⽅法は、窓⼝やチャージ機で現⾦から、またはスマホで⼝

座からチャージする 2 つの⽅法があり、これはどちらも円をコインに替える⾏

為である。  

3 つ⽬の特徴としては、QR コード決済を搭載している点である。これによっ

て、加盟店側はコストがほぼゼロでキャッシュレス決済を導⼊することができ

る。さるぼぼコインは加盟店獲得に成功していて（消費者向け事業所のシェア

18~20%）、この特徴が⼤きく貢献していると⾔える。  

4 つ⽬の特徴としては、2018 年 8 ⽉からの、アリペイとの業務連携が挙げら

れる。これによって地域内でのインバウンド消費によって地域に流れ込んだお

⾦を地域内に留まらせることができる。また、ひだしんはアクワイアラーとい
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う⽴ち位置で業務提携をしている14ため、他の都市部にあるアクワイアラーに

紹介⼿数料や消費情報が流出することがない。  

最後に、公共料⾦の⽀払いに対応している点が挙げられる。さるぼぼコイン

は 2019 年 2 ⽉から⼀部の公共料⾦（市税の⼀部や電気料⾦、⽔道料⾦など）の

⽀払いに対応した。また、2018 年 11 ⽉ 29 ⽇には、電⼒の OEM 販売プラット

フォームを展開する株式会社イーネットワークシステムズと提携し、さるぼぼ

コインで電気料⾦を⽀払うと、新料⾦と旧料⾦の差額がさるぼぼコインで

キャッシュバックされるといったサービスも始めている。これは、ユーザーの

獲得という点で効果があると⾔えるだろう。  

4.2. さるぼぼコインのメリット 

このような特徴を持つさるぼぼコインであるが、これを利⽤するメリットに

ついて、消費者・加盟店・地域経済全体の 3 者の視点から考える。  

消費者は、スマホで簡単に決済ができること、コインをチャージする際にプ

レミアムが付与されること、コインのウォレットアプリで加盟店の情報が⼿に

⼊るという点で、利⽤するメリットがあると⾔える。  

加盟店のメリットとしては、ほぼ無料で電⼦決済の導⼊が可能なこと、また

クレジットカードなど他の電⼦決済サービスに⽐べて⼿数料が安いことが挙げ

られる。  

地域経済全体にとってのメリットは、地域で消費されたお⾦が都市部へと流

出することを防ぐことができるという点にある。またアリペイとの業務提携は

消費情報の流出も防げる。  

 
14 ⾶騨信⽤⾦庫ホームページ  https://www.hidashin.co.jp/news/detail/122 （2020
年 1 ⽉ 11 ⽇最終確認）  
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4.3. さるぼぼコインの課題 

さるぼぼコインの課題についても考察してみよう。ここでは 2 点指摘できる。 

1 つ⽬の課題は、BtoB、加盟店間での利⽤に関する問題である。2019 年 1 ⽉

時点では 196 件、625 万円ほどしか動いておらず15、ほとんどが換⾦されるか加

盟店のウォレットに⼊っているという状況で、これではコインの域内での循環

が進まない。原因としては、換⾦⼿数料と BtoB 決済⼿数料の差が 1%ほどで、

換⾦せずコインのままで加盟店間の取引を⾏うインセンティブが働かないこと

が挙げられる。  

もう 1 つの課題として、ユーザー数の伸びが鈍化している点である。累計コ

イン販売額が約 6 億円ではあるものの、これは域内消費の 5％にも満たない数

字である。また、ユーザー数 7600 ⼈というのも、シェアとしては 10％に満た

ない数字で、消費者による利⽤が進んでいないことが伺える。この原因として

は、ユーザーとして個⼈へのリターンが⾒えづらいことが考えられる。さるぼ

ぼコインの後に登場した同じキャッシュレスサービスである PayPay や LINE 

Pay が、⼤幅還元などの⼤規模キャンペーンを⾏いユーザーの囲い込みを計っ

ているのと⽐べるとお得感は少ない16。  

 
15 「2018 年度地域通貨を導⼊した地⽅創⽣研究会」講演録集 2019 年 3 ⽉  
16 「さるぼぼコインが地域を潤す！⾶騨信⽤組合の挑戦」『経済界』2019 年 6
⽉ 5 ⽇  
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5. 新 し い 地 域 通 貨 ② 地 域 ICO 〜 ⻄ 粟 倉 村 コ イ ン
（NAC）〜 

ここではもう⼀つの新しい地域通貨の 1 種として⾃治体によるデジタルトー

クンの発⾏について検討する。  

5.1. ⾃治体によるデジタルトークン発⾏（地域 ICO） 

⾦融庁によれば、企業等がデジタルトークンを発⾏し、インターネットで公

衆から法 定 通 貨 や 仮 想 通 貨 を 調 達 す る ⼿ 法 を 、⼀般的 に ICO(Initial Coin 

Offering)という。これは株式の新規発⾏による資⾦調達法である IPO(Initial 

Public Offering)に類するものであると考えられるが、これよりも要する期間や

⼿続などの⾯で資⾦調達側の負担が⾮常に⼩さい。そのため、近年⾃治体の新

たな資⾦調達の⽅法として注⽬を集めている。現在地⽅⾃治体レベルでデジタ

ルトークンを発⾏している例はないが、国家レベルではエストニアの「エスト

コイン」やベネズエラの「petro（ペトロ）」などの事例がある。ただし、⽇本の

岡⼭県⻄粟倉村やアメリカカリフォルニア州のバークレー市などでは、⾃治体

による ICO が検討されている。以下ではその代表例として岡⼭県⻄粟倉村の

「⻄粟倉村コイン（NAC）」を取り上げる。  

5.1.1. ⻄粟倉村コイン構想とは 

岡⼭県⻄粟倉村は平成の⼤合併において、他の⾃治体と合併せず、村の職員

が中⼼となって村の経済活性化の⽅策を、地域再⽣マネージャーの⽀援も得な

がら模索していた。2008 年には、豊富な⼭林資源をもとに、伐採〜加⼯〜流通

までの⼯程を総合的に進めていく、林業の 6 次産業化「百年の森林構想」を打

ち出し、移住者を募り起業を⽀援する取り組みを開始した。またローカルベン

チャースクールを開催し、2 件の事業が起業型町おこし協⼒隊の制度を利⽤し
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採択されるなど、村の⼈材育成にも⼒を⼊れていた。その結果 2009 年〜2018

年で、⼈⼝は 9%増加した。  

そういった新しい取り組みを⾏っていくなか、⻄粟倉村は 2018 年 6 ⽉、村外

から広く資⾦を調達するため、2021 年度までに仮想地域通貨を発⾏し、ICO を

実施することを決めた。これは⽇本国内において初の⾃治体による ICO になる

という。  

その概要としては、まず同村が⺠間企業で構成する⼀般社団法⼈「⻄粟倉村

トークンエコノミー協会」を設⽴し、独⾃のトークン「Nishi Awakura Coin」（以

下 NAC）を発⾏し、投資家は主要仮想通貨のイーサリアムで NAC を購⼊する。

そして同村は調達したイーサリアムを現⾦と交換し、資⾦調達を⾏うという仕

組みである。⼀⽅、NAC 保有者には、村で事業を⽴ち上げようとするローカル

ベンチャーに投票する投票権が付与され（保有量に応じて投票権は増減する）、

事業構想に参画できる。調達資⾦は村の会計とは切り離す⼀⽅で、投票され村

から⽀援される企業は村の組織で絞り込むなど監視機能も利かせる。また、村

内での物品やサービスの購⼊時に決済⼿段として使える機能（地域通貨の交換

機能）も付与される⾒通しで、仮想通貨が創る経済圏「トークンエコノミー」

を循環させていくことを⽬指している17。  

投資家のメリットとしては、村が投資をする事業を選ぶ投票権によって、ま

ちづくりにステークホルダーとして関わることができることと、事業が成功し

た時に、NAC の価値も上がることが挙げられる。これは、後述するが、デジタ

ルトークンの特徴の⼀つである、村外のトークン保有者と⾃治体との中⻑期的

な関係の構築と⾔える。  

 
17 「⾃治体が ICO、⾃⼒で資⾦調達、岡⼭・⻄粟倉村、脱「林業依存」へ初
の試み」『⽇本経済新聞 朝刊』2018 年 7 ⽉ 26 ⽇、「⻄粟倉村が仮想通貨の導
⼊を決定 運⽤担う協会設⽴を計画」『⼭陽新聞デジタル』2018 年 6 ⽉ 17 ⽇
https://www.sanyonews.jp/article/732764 （2020 年 1 ⽉ 13 ⽇最終確認）  
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またこの取り組みの波及効果として、ローカルベンチャー推進協議会が⾏

なっている、起業家創出、起業型・経営型⼈材と地域とのマッチングを⽬指す

活動など、同じように地域創⽣に取り組む他の⾃治体職員にその輪が広がって

いる。  

 

5.2. 地域 ICO の特徴 

ここでは地域 ICO の特徴を考える。地域 ICO の特徴として、以下の 2 つの特

徴が挙げられる。  

1 つ⽬に、外部からの資⾦調達法としての⽂脈で登場したことである。これ

までの地域通貨は、コミュニティ型であれ、経済循環型であれ、地域内の富（貨

幣的・⾮貨幣的）の循環を志向していたものであった。しかし、NAC に代表さ

れる⾃治体による ICO は、域外からの資⾦調達という⾒⽅が強い。もちろん

トークン保持者が域内の財やサービスの購⼊にも使えるとしているが、それ以

上に仮想通貨のプラットフォームを使い、域外の多数の投資家から資⾦を集め

るという機能の⽅が主な⽬的であろうと推測される。  

2 つ⽬の特徴としては、関係⼈⼝の増加によって、地域の⼈⼝問題への⼀助

になるという点である。総務省によると、関係⼈⼝は、「移住した『定住⼈⼝』

でもなく、観光に来た『交流⼈⼝』でもない、地域や地域の⼈々と多様に関わ

る⼈々のこと18」と定義されている。現在の⽇本の地⽅では⼈⼝減少により地域

づくりの担い⼿が不⾜しており、デジタルトークンを取得しその地域のステー

クホルダーとなった⼈々は、⾃治体の投資事業の投票権などを通じて、中⻑期

的にその地域と関わりを持ち、地域づくりの⼀端を担うことができる。  

 
18 総務省関係⼈⼝ポータルサイト  https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/ 
（2020 年 1 ⽉ 13 ⽇最終確認）  
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5.3. 近年の地域による資⾦調達⼿段と地域 ICO との⽐較 

以上で、地域 ICO の NAC の概要と特徴について説明したが、これが域外か

らの資⾦調達法としての⽂脈で語られることが多いので、近年話題になってい

る⾃治体の新しい 2 つの資⾦調達法との⽐較を、それぞれの概要を説明した上

で、⾏うことにする。  

5.3.1. ふるさと納税 

ふるさと納税とは、⽇本における寄附⾦税制のうちの⼀つである。その基本

的な仕組みは、都道府県・市区町村に対する寄附⾦のうち、2000 円を超える部

分について、⼀定限度額（2016 年度以降は所得税額の 2 割）まで、原則として

所得税と個⼈住⺠税から全額が控除されるというものである。しかし、元々は

寄附⾦制度として始まったふるさと納税だが、返礼品の登場によって、全く異

なる 2 つの効果が⽣まれた。それは、⾃治体にマーケティングや PR など経営

的な視点を与えたことと、返礼品事業者への経済波及効果である。  

返礼品の登場によって、ふるさと納税は「⾃治体間の競争資⾦の奪い合い」

という側⾯を持つようになった。それによって、各⾃治体は国⺠から寄附⾦を

獲得するために、より魅⼒的な返礼品を選定する必要があり、マーケティング

や PR など経営的な視点を取り⼊れる必要が出てきたのである。  

また返礼品事業者への経済波及効果も重要である。返礼品は、⾃治体が事業

者から買い取り寄付者へと送る。返礼品の評判が良ければ⾃治体はまたその事

業者の商品を返礼品として選定することになるので、返礼品事業者の競争を促

すことができる。またふるさと納税においては、寄附者は外部の⺠間ポータル

サイトで返礼品を選びその⾃治体に寄附を⾏い、⾃治体はそのサイトを通じて

寄附者へ返礼品を送る。ネット通販などの経験のない返礼品事業者にとっては、

⾃治体の⽀援を受けてネット通販のノウハウを⼿に⼊れることができる絶好の
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機会となるのである。  

しかし、ふるさと納税の資⾦調達法としての評価は難しい。調達した資⾦は

基本的に次年度の予算として計上されるので、本当にその資⾦が必要なところ

に資⾦が回らない可能性がある。また寄附者は返礼品だけでなく、その使い道

を指定して寄付することもできるのだが、⼤まかなジャンルでしか選べないた

めに、寄附者の意向に沿えない可能性がある。つまり出資者の意向通りにお⾦

が使われない可能性がある。  

5.3.2. ガバメントクラウドファンディング 

ガバメントクラウドファンディング（以下 GCF）は、ふるさと納税のプラッ

トフォーム上で⾃治体がクラウドファンディング（ネット上で⾏う資⾦調達⽅

法）を⾏う仕組みである。出資者はふるさと納税のポータルサイトで、⽀援し

たいプロジェクトを選び寄付額を設定する。⾃治体は⽬標⾦額と期間、⾦額に

応じたリターン（商品・サービス）をあらかじめ設定しておき、期間内に⽬標

額が集まったらプロジェクトを実⾏し出資者に商品・サービスを提供する。  

GCF の特徴は、プロジェクトごとの資⾦調達であるということである。プロ

ジェクトごとなので必要なところにお⾦が回る、という意味では優れている。

しかし、ここで集まるのはプロジェクト単位の短期的な資⾦のみで、⻑期的な

地域の発展のための資⾦調達としては機能しない。  

5.3.3. 地域 ICO との類似点 

ここで、ふるさと納税、GCF と地域 ICO の類似点を考える。まずどれも⾃治

体による外部からの資⾦調達法であると。ふるさと納税と GCF は寄付⾦、ICO

は出資⾦を調達する。そしてどれも外部からの資⾦調達であることから、⾃治

体間の競争資⾦の奪い合いという側⾯がある。これは、その資⾦を獲得するた

めに⾃治体が主体的にマーケティングを⾏う必要があるということを意味して

おり、これまで地域内の⾏政サービスなどの運営に終始していた⾃治体が、経
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営的視点を持って⾃治体を運営していかなければならないということである。  

5.3.4. 地域 ICO との相違点 

ふるさと納税、GCF と地域 ICO との相違点についても考える。地域 ICO の

特徴でもある関係⼈⼝の増加、外部の⽀援者との中⻑期的な関係を築ける、と

いう点は⼤きな違いである。ふるさと納税や GCF が関係⼈⼝の増加に寄与する

といっている⽂献も⾒られるが 19、直接的に外部のステークホルダーとの中⻑

期的な関係につながることが地域 ICO の⼤きな特徴である。  

 
19 「特集ふるさと納税を考える」地⽅財務 2018 年 9 ⽉号、保⽥・保井
（2017）など  
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6. 新しい地域通貨の可能性 

ここまで地域通貨とは何か、またその⽇本における展開と独⾃性、そして現

代の新しい形の地域通貨としてさるぼぼコインと⻄粟倉村コインの 2 つを代表

例として取り上げた。この章では改めてこれらの新しい地域通貨の可能性につ

いて、地域の持続可能性と、これまでの⽇本の地域通貨の特徴と課題を踏まえ

ながら探る。  

6.1. 地域通貨と持続可能性 

新しい地域通貨の可能性を論じる前に、地域の持続可能性について考えよう。

そして地域通貨は地域の持続可能性にどのように寄与することができるのだろ

うか。  

6.1.1. 持続可能な地域とは 

ある地域経済・社会を考える時に重要な考え⽅に、持続可能性というものが

ある。1987 年に国連で刊⾏されたブルントラント・レポートによれば、持続可

能な開発とは、未来の世代が⾃らのニーズを損なうことなく、現在のニーズが

満たされるような開発である、と定義されている20。  

⼀般に、ある地域の社会・経済が持続可能であるということは、そこで繰り

返し⼀定の地域内再投資が⾏われ、地域内での雇⽤や所得、⽣活が再⽣産され

るということである。それはつまり地域社会・経済の⾃⽴の度合いを⾼めるこ

とだと考えられる。域外資本への依存度を⾼めている今の地域経済が⾃⽴する

ために必要なことは 2 つある。  

1 つ⽬に、資⾦の域内循環のための仕組みづくりである。域外資本の企業の

 
20 廣⽥（2011）p.156 
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多い地域では、地域内でどれだけ⽣産・消費しても、そこで⽣み出された富は

本社のある東京へ流出してしまう。地域に⼊ってきた資⾦を域内に滞留・循環

させる仕組みを整備する必要がある。  

2 つ⽬には、域外からの資⾦調達である。地域が持続的に発展していくため

には域内資⾦だけでなく、域外からの資⾦の調達も必要となる。しかし、これ

まで⽇本の⾃治体が⾏ってきた資⾦の呼び込み政策は域外資本の企業の誘致に

終始してしまい、結局地域経済の都市部への依存度を⾼める構造を作ってし

まった。地域が⾃⽴できるための資⾦調達法を実施する必要がある。  

6.1.2. 持続可能な地域経済に資する地域通貨とは 

それでは、持続可能な地域経済に必要な 2 つの要素である、①資⾦の域内循

環と②外部からの資⾦調達に寄与できる地域通貨とはどのようなものなのか。  

まず①資⾦の域内循環であるが、地域通貨はそもそもこれが⽬的である。地

域でしか使えないという制約条件を設けることで域外への資⾦流出を防ぐ。し

かし、コミュニティ型で円との兌換不可能であるような地域通貨の場合、地域

の経済活動で⽣み出された価値を地域通貨に変換することができないので、地

域通貨が表す価値は⾮経済的なものとなることが多い。それでは地域経済のた

めの資⾦循環に寄与することは難しい。したがって、地域経済の発展のための

資⾦の域内循環を⽬指すのであれば、円と兌換可能な経済循環型の地域通貨が

適している。  

しかし、ただ単に円と兌換可能であればいいというわけではない。資⾦の域

外流出を防ぐためには、地域外に資⾦が流れ出る前に、その資⾦が何回地域で

使われたかが重要になってくる。ある商品を購⼊するために使⽤された地域通

貨が、その商品の資材の購⼊や従業員の給与⽀払いの際に使⽤され、さらにそ

れが別の商品の購⼊や税⾦などの⽀払いに使⽤され、といったように、⼀度地

域で使われたお⾦が地域内で何度も再利⽤されることで地域の経済が回るので
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ある。  

次に②域外からの資⾦調達であるが、これは地域通貨の本来の⽬的ではない。

しかし、観光客による地域通貨の利⽤や、地域 ICO のように外部のステークホ

ルダーを巻き込むような仕組みを内蔵させることができれば、資⾦調達法とし

ての地域通貨の実現も可能だと思われる。  

 

6.2. 新しい地域通貨の可能性 

それでは、電⼦地域通貨のさるぼぼコインや⾃治体 ICO 構想としての NAC

といった新しい地域通貨は上のような要素を実現できるのだろうか。これまで

の⽇本の地域通貨の課題を踏まえながら考察する。  

6.2.1. さるぼぼコインの可能性 

まずさるぼぼコインであるが、これは従来の⽇本の地域通貨が抱えていた 4

つの課題のうち、2 つを解消できる可能性がある。1 つ⽬に、電⼦化によって運

営コストを⼤きく削減できたことである。紙幣の印刷代をゼロにできるほか、

⼝座と紐付きウォレットアプリで直接チャージができるので交換所も必要がな

い。また利⽤者の利⽤データを蓄積できるため、地域通貨の効果測定のコスト

も切り下げられる。2 つ⽬は、流動性の⾼さである。利⽤者はウォレットアプ

リさえあれば⼝座から容易にチャージすることができ、スマホのみで決済をす

ることができる。従来の紙幣や通帳型の地域通貨と⽐べ、利便性が格段に⾼い

と⾔える。これは流動性を⾼める効果がある。  

次に、さるぼぼコインの地域の持続可能性への寄与について考える。さるぼ

ぼコインは持続可能な地域に必要な 1 つ⽬の要素である、資⾦の域内循環に⼤

きく貢献できる可能性が⾼い。それは、さるぼぼコインの流動性の⾼さと、さ

るぼぼコインが税⾦や各種公共料⾦の⽀払いに対応したことが⼤きい。流動性
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の⾼さは先述の通りだが、税⾦や各種公共料⾦の⽀払いに対応したということ

は、域外に資⾦が流出する前に何度も使⽤されるということである。⼀度事業

者で消費されたさるぼぼコインが円に兌換され域外で使われる前に、税⾦や公

共料⾦として⽀払われ、電気会社などが受け取った後再び給与やボーナス、ま

た別の税⾦の⽀払いに使われるのである。  

6.2.2. ⻄粟倉村コイン（NAC）の可能性 

次に、NAC であるが、これは地域通貨の限定的だった役割を⼤きく広げる可

能性がある。第 5 章で述べた通り、NAC は域外の投資家から広く資⾦を調達す

ることがその主な⽬的であったが、これはつまり域外に町の⽀援者＝ファンを

作ることと⾔い換えられる。これまでの地域通貨はコミュニティの再⽣や地域

経済の域内循環を促す役割が⼤きかったが、NAC は町の関係⼈⼝の増加という

新たな役割を持つことになり、これまでの地域通貨の役割を⼤きく広げると考

えられる。  

また先述したとおり、NAC はこれまでの地域通貨と違い外部からの資⾦調達

法としての役割が⼤きい。したがって、持続可能な地域に必要な要素の 2 つ⽬

である、外部からの資⾦調達に寄与できるのではないかと考えられる。また、

NAC は外部の出資者を村のステークホルダーとして扱い、中⻑期的な関係を結

ぶので、先述の通り、関係⼈⼝の増加を促し、地域の⼈⼝問題にも寄与できる

と考えられる。また、NAC は出資者に村が投資する事業に対する投票権を与え

村による投資を促す効果が期待でき、また⾃治体による監視機能も働くので、

バブル崩壊以降衰退していた地域⾦融の問題（⼗分な担保・保証付きで、⾼い

信⽤⼒のある顧客への貸出に依存しているという問題 21）にも寄与できると考

えられる。  

 
21 内⽥（2017）  
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6.2.3. 新しい地域通貨の課題 

最後に、ここで取り上げた 2 つの新しい地域通貨がそれぞれに抱える課題に

ついて考察しよう。  

まずさるぼぼコインであるが、最⼤の課題は、BtoB、加盟店間での利⽤の少

なさである。⼀度事業者に⼊ったコインは、そのほとんどが換⾦されるか事業

者のウォレットに⼊っているという状態である。しかし地域通貨が⽬指す資⾦

の地域内循環を実現するためには、⼀度地域で使われたお⾦が域外に流出する

前に何度も使われることが必要なので、この要素は⾒逃すことができない。換

⾦時の⼿数料を⾼く設定する、事業者間での取引時にプレミアムを付与するな

ど、事業者間での利⽤を促す取り組みが必要であろう。  

またさるぼぼコインのもう⼀つの課題はユーザー数の伸びが鈍化している点

である。ここ数年で LINE pay や PayPay といった電⼦決済サービスの利⽤が急

激に広まっており、さるぼぼコインはユーザーを吸い取られている。資⾦の域

内循環による地域の活性化という、さるぼぼコインの意義について地域住⺠の

理解を促す取り組みも必要である。  

次に NAC の課題であるが、NAC についてはまだ構想段階ということもあり

具体的な課題や改善点と指摘するのは難しい。ただし、ここ数年の仮想通貨ブー

ムとそれに伴う仮想通貨の流出事件の増加によって、仮想通貨に関する規制は

厳しくなっている点は⾃治体 ICO を実施するにあたっての課題として挙げて

おく。ただし⾦融庁が認定している業界団体「⽇本仮想通貨交換業協会」が、

ICO の⾃主規制ルールを策定中であり、投資家保護のルールが明確になれば、

⾦融庁の理解も得ることができるだろう。  

⼀⽅で、そもそも世界の投資家から資⾦を集められるような魅⼒的なプロ

ジェクトを⾃治体が打ち出せるのかという、規制以外の課題も指摘されている
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22。  

 
22 「『仮想通貨で資⾦』⾃治体に試練 独⾃財源へ期待も…流出事件で強まる
規制」『SankeiBiz』2019 年 2 ⽉ 25 ⽇
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190225/mca1902250500007-n3.htm （2020 年
1 ⽉ 13 ⽇最終確認）  



 新 し い 地 域 通 貨 の 可 能 性 （ 藤 井 悠 右 ）  

-  38 -  

7. 終わりに 

本稿では⽇本で実践されている新しい地域通貨の可能性について論じた。地

域通貨とは何か、そしてその歴史について概観したのち、⽇本の地域通貨の独

⾃の⽂脈について、⽇本の地域の課題を踏まえた上で検討した。⽇本の地域通

貨はコミュニティ型が多く、地域経済の活性化という⽬的を持つものは少ない

ことを指摘した。  

その後⽇本で実際に実践・構想されている新しい形の地域通貨の代表例とし

てさるぼぼコインと⻄粟倉村コイン（NAC）を取り上げた。さるぼぼコインは

電⼦化による運営コストの削減と流動性の獲得、NAC は外部からの資⾦調達法

としての⽂脈と関係⼈⼝の増加といった特徴を持つことがわかった。  

最後に、これらの新しい地域通貨がこれまでの地域通貨が抱えていた課題を

⼀部解消することができ、持続可能な地域に寄与する可能性があることを論じ

た。さるぼぼコインは資⾦の域内循環、⻄粟倉村コインは域外からの資⾦調達

という点で地域の持続性にそれぞれ貢献できる。  

近年登場した新たな地域通貨をこれまでの地域通貨の⽂脈で捉え直し、その

可能性を探るという点において、本稿に⼀定の意義はあった。⼀⽅で、本稿で

残された研究課題として以下の 2 点が挙げられる。ここで取り上げた新しい地

域通貨はまだ実践例が少なく、まだ運⽤期間も短い。それに加え⻄粟倉村コイ

ン（NAC）については構想段階であったためそのデータを⼗分に集めることが

困難であった。そのためこれらの新しい地域通貨の可能性を、地域経済・社会

にもたらした結果を分析し、より明確な論拠を持って⽰すという課題が残され

ている。また、地域通貨をめぐる現⾏の法制度についての調査もできていない

ことも残された研究課題である。  
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